
【パブリックコメントの実施結果（詳細）】 

鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）及び鳥取県広域住民避難計画（島

根原子力発電所事故対応）の修正案に対する意見募集結果について 

 

平成３１年３月１５日 

原 子 力 安 全 対 策 課 

 

原子力防災訓練の教訓、国の基準の改正等を反映した鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）

及び鳥取県広域住民避難計画（島根原子力発電所事故対応）の修正案について意見募集（パブリ

ックコメント）を実施したところ、合計２５件の意見等がありました。 
 

１ 意見募集の期間  平成３１年２月１４日（木）から２月２８日（木）まで 

 

２ 応募件数     ２２件（意見１２件、質問１０件） 

 

３ 応募のあった意見等の内容とそれに対する県の考え方 

（１）地域防災計画（原子力災害対策編） 

項目 意見等の内容 意見等に対する県の考え方 

避難所に

おける対

応 

①【意見】 

避難所には、避難退域時検査

を受けずに来る人がいたり、避

難退域時検査を通過した人で

も放射性物質が付着している

人がいたりすることが想定さ

れ、避難所に線量計を準備する

等して、避難所で検査及び除染

を行う体制をつくる必要があ

る。 

〇地域防災計画（原子力災害対策編）では、住民は

避難途中において避難退域時検査受けていただ

くよう定めている。 

〇また、避難所においては避難者が到着した際、避

難退域時検査を受けたことの証明（検査済証）を

確認し、万一、検査を受けていない場合は、避難

先地域に設置する避難退域時検査会場で検査を

受けていただくよう案内することとしている。 

〇県では引き続き避難退域時検査の周知に努めて

いきたいと考える。 

運転手等

の防護措

置 

②【質問】 

物資の緊急輸送に関して、県

は運送事業者の運転手等の被

ばく線量の管理等を行うこと

を定めているが、ＯＩＬ１又は

２の線量下においても事業者

に運行を依頼するするのか。 

〇原子力災害時において、基準以上の被ばく線量が

予想される場合には、民間事業者に物資の緊急輸

送等の業務を依頼せず、自衛隊等の実動組織の応

援などにより行うこととしている。 

〇なお、鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）

において、県は、運転士等の防災業務従事者の安

全確保のための資機材を整備するほか、放射線及

び放射線防護についての知識の取得のための研

修等の機会を提供することを定めている。 

普及啓発 ③【意見】 

住民は国や自治体の指示に

従って避難をするとされてい

るが、行政も手一杯で細かな対

応ができず、住民の自助・共助

に頼る事態になるのではない

か。 

このため、平時から研修等を

通じて、防護措置の方法等を住

民に伝えていく必要があると

〇御指摘のとおり、特に原子力災害等の大規模な災

害時においては、行政だけで十分な対応をとるこ

とが困難な場合も想定され、住民の自助・共助が

重要となる。 

〇一方で、原子力災害は特殊災害であり、放射線や

放射性物質は五感で感じることができず、被ばく

の危険性の有無を住民自らが判断することがで

きないことや、避難に際しては、レインコートや

マスクを着用して放射性物質の身体への付着や

吸引をしないよう留意する必要があるなど、放射



考える。 線等の知識を持ち、落ち着いて行動していただく

など他の自然災害とは違った対応をとっていた

だくことが必要。 

〇このため、地域防災計画（原子力災害対策編）で

は、普及啓発の重要性を鑑み、県は国、関係市町

村等と連携し、住民等に対して原子力災害時にお

ける防護措置に関すること等を普及啓発するよ

う定めている。 

〇県ではこれまで原子力防災ハンドブックの配布

や研修会の実施等、普及啓発に係る取組みを行っ

ているが、今後も引き続きさまざまな機会を通じ

て住民等に原子力防災について理解いただける

よう努めていきたいと考えている。 

 



（２）広域住民避難計画（島根原子力発電所事故対応） 

項目 意見等の内容 意見等に対する県の考え方 

複合災害

への対応 

④【質問】 

第２章１（４）ク（ア）では

「地震による道路被害は想定

しない」とあるが、なぜ想定し

ないのか。地震であればインフ

ラ（電気、水道、ガス、電話等）

に被害があるのは普通であり、

当然、想定すべきである。 

〇地震による道路被害については、事前に被害箇

所、被害状況等を見積ることが困難であり、被

害状況を想定して事前にいくつもの計画を作成

したとしても、実際にそのとおりになるとは限

らないことから、最適なものとして避難経路等

を検討する上では被害がないものとして計画を

作成し、その時の状況に応じた状況判断を行い

迅速かつ的確に計画を変更することとしてい

る。 

〇なお、地震災害時においては、御指摘のように

インフラや家屋等への被害等も想定されるとこ

ろであり、このうち道路被害への対応について

は、広域住民避難計画において道路等の被害情

報を早期に把握するとともに、道路の損傷を確

認した場合は代替経路を指定するとともに早急

に応急復旧等を行うことを定めている。 

〇また、地震で家屋が被害を受けて屋内退避が困

難な場合には、コンクリート屋内退避施設へ避

難すること等も当該計画に記載している。 

⑤【意見】 

地震、津波、暴風雪等の複合

災害が発生した場合の避難に

ついて記載されているが、道路

や港湾の被害、信号機が停電で

使用できない場合の避難等に

どう対応するのか記載されて

いない。 

〇今回の鳥取県広域住民避難計画の修正では、複

合災害が発生した場合は、人命を最優先に行動

すること等、原子力災害時における避難を実施

する上での方針や前提となる考え方を盛り込ん

だところであるが、地震等に係る具体的な対応

については、「鳥取県地域防災計画」に基づき対

応することとしている。 

〇被害状況を想定して事前にいくつもの計画を作

成することは困難であり、その時の状況に応じ

た状況判断を行い迅速かつ的確に計画を変更す

ることとしている。例えば、鳥取県広域住民避

難計画では、災害時に道路の損傷を確認した場

合、代替経路を指定するとともに、建設事業者

の協力を得て、応急復旧を行うこと等を定めて

いる。 

〇また、訓練を継続的に行うことにより必要な知

識、方法等を蓄積していくこととしている。 

⑥【質問】 

避難指示が出ているが複合

災害による道路被害等で避難

できない状況において、最大で

どのくらいの期間、屋内退避し

なければならないと想定して

いるか。 

また、その際の住民の被ばく

線量や被ばくの限度を想定し

〇複合災害時の被害状況を事前に見積ることは困

難であり、屋内退避の期間等を事前に想定する

ことは難しいと考えるが、緊急時モニタリング

の結果により、地震及び余震の影響、その地域

の放射線量、避難者の輸送手段の確保状況等を

考慮しつつ、自衛隊等の実動組織による応援も

得て避難することとしている。 

〇また、このような場合においても、地震に対す

る避難行動後は、緊急時モニタリング結果によ



ているか。 りＯＩＬによる避難等を実動組織の応援も得て

行うこととしている。 

⑦【質問】 

複合災害時の段階的避難に

ついて、原発に近い地域が避難

できない場合、次に避難する地

域の住民を先に避難させる場

合も想定しているか。 

〇原発に近い地域が避難できない場合、避難を開

始できるまでの時間、次の地域の避難が完了す

る時間、事故の進展見込みなどを総合的に判断

し、最善の方法により避難を行う。 

⑧【質問】 

島根県の住民が複合災害に

被災した結果、鳥取県内を通行

できない場合の想定をしてい

るか。 

〇自然災害により道路が寸断された場合等、島根

県の住民が鳥取県内を通行できない場合もあり

得ると想定している。 

〇この場合、島根県や国等で調整を行い代替経路

による避難等の対応を検討されることになる。 

⑨【質問】 

複合災害時も民間のタクシ

ー・バス事業者の協力を求める

か。 

〇中国地方各県のバス協会及びタクシー協会と締

結している協定に基づき必要な場合は協力を要

請する。 

〇ただし、運転士等の安全確保が困難な場合や、

緊急を要する場合は自衛隊等の実動組織に応援

を要請することとしている。 

⑩【質問】 

複合災害時に、自然災害の対

応を優先して屋内退避をして

いる状況において、水・食料等

が不足する状況を想定してい

るか。 

〇屋内退避をしている状況で食料等が不足する場

合、状況によっては各戸へ直接、届ける等の対

応を行うこととしている。 

〇御質問の内容については屋内退避中の重要事項

であることから地域防災計画にも追加記載する

こととする。 

「第４章第４節 屋内退避時における物資の備

蓄・供給体制 

県は、複合災害時においては、人命の安全確

保を最優先に、差し迫った危険に対する避難等

を優先して実施するものとし、避難等が適切に

行えるよう、県はあらかじめ物資等の備蓄を行

うとともに、屋内退避中に物資が枯渇する場合

に備え、物資の備蓄・供給体制を整備する。 

なお、万が一原子力災害による屋内退避中に、

物資の枯渇によりその継続が困難となった場合

には、人命の安全確保を最優先とする観点から、

その区域における放射線量等を考慮しつつ、近

隣の安全が確保できる場所やあらかじめ定めら

れている避難先へ速やかに移動し避難すること

とする。」 

〇なお、屋内退避しなければならない場合等に備

え、県では自然災害での備蓄も兼ねて家庭・職

場において、３日分の食料備蓄をするよう呼び

掛けている。 

住民等の

防護措置 

⑪【意見】 

第２章２（９）ア（ア）では、

〇原子力災害時に住民が行う必要のある防護措置

としては、国や自治体からの情報に注意し、避



「バス等を待つ際の被ばくの

防止に留意する。」とあり、第

２章２（９）イでは「駅で列車

を待つ際の被ばく防止につい

ても留意する」等の記載がある

など、住民や乗務員の被ばく防

止について県が留意すること

となっている。 

具体的にだれがどのように

して住民や乗務員の被ばくを

防止するのか記載すべきでな

いか。 

難等の指示がでるまで屋内退避を実施するこ

と、避難等を実施する際はレインコート等を着

用する等して、身体への放射性物質の付着を防

ぐこと等が挙げられる。 

〇県ではこれらの防護措置を平時及び緊急時に

市、ＪＲ等関係機関と連携して住民に周知を図

ることとしている。 

〇また、バスの乗務員の防護措置については、第

２章５（16）イに記載しているとおり、県で安

全確保のための研修を実施するとともに、防護

服等の資機材を整備している。 

避難車両

の確保 

⑫【意見】 

第２章２（９）ア（ウ）で、

「避難に必要な車両を速やか

に算出する」とあるが、災害時

にすぐに算出できるか疑問で

あるので、平時から概算して計

画に記載すべきでないか。 

〇県では、原子力災害により避難が必要となった

場合、９割の住民が自家用車、残り１割の住民

がバス等で避難を行うことをアンケート結果か

ら想定し、併せて県内事業者が保有しているバ

スの台数等についても確認している。 

〇御意見のとおり、既に各一時集結所のバスの必

要台数を見積もり、配車計画を作成している。

しかしながら、原子力災害時では、緊急時モニ

タリングの結果により、避難対象区域が決まる

ことから、効率性等も勘案し、現在整備中の原

子力防災避難オペレーション支援システムを活

用する等して、状況に応じて柔軟に配車が出来

るようにしているところである。 

観光客等

一時滞在

者への対

応 

⑬【意見】 

 第２章２（13）観光客等一時

滞在者の避難について、「各機

関から各種方法を通じて、情報

を伝達する」とあるが、具体的

にどうするのか不明である。 

〇原子力発電所で事故が発生した場合、住民だけ

でなく、観光客等の一時滞在者に対しても迅速

かつ正確に情報を提供することが必要で、県で

は「広報・情報伝達計画」を策定し、この中で

観光客等の一時滞在者への情報伝達等について

も記載している。 

〇当該計画では、観光客等の一時滞在者への情報

伝達に関し、県関係団体等を通じて、各観光施

設等において広報するとともに、JR、バス事業

者、航空会社等の公共交通事業者、旅行事業者

等に対して、観光客等への情報提供を依頼する

こととしている。 

〇また、特に外国人観光客については、あんしん

トリピーなびやとりネットでの多言語での情報

発信、４月から設置される総合相談窓口での支

援のほか、国際定期路線等の運行会社に対し、

運行状況の情報提供、相談窓口の設置等を依頼

することとしている。 

要配慮者

への対応 

⑭【意見】 

ＰＡＺ（原発から概ね５ｋｍ

圏）内の施設敷地緊急事態要避

難者については、施設敷地緊急

〇施設敷地緊急事態要避難者は、ＰＡＺ内の要配

慮者のうち避難の実施に通常以上の時間がかか

る人等が該当し、ＰＡＺ内のその他の住民に比

べ、早い段階で避難を開始することとされてい



事態（ＥＡＬ２）の段階で避難

を開始することとなっている。 

ＵＰＺ（原発から概ね５ｋｍ～

３０ｋｍ圏）内の要配慮者につ

いても通常より、一段階早い対

応が必要ではないか。 

る。 

〇国の原子力災害対策指針では、ＰＡＺは放射性

物質が放出される前に予防的に避難を実施する

のに対し、ＵＰＺは、緊急時モニタリングの結

果を踏まえて避難等を判断することとされてい

るが、一方で、自力避難が困難な要配慮者に対

しては、早い段階からの対処や必要な支援の手

当などについて配慮しなければならないと定め

られている。 

〇県の広域住民避難計画では、市や病院・社会福

祉施設等と連携し、要避難者が安全かつ円滑に

避難等の対応がとれるよう、施設敷地緊急事態

が発生した場合、事態の進展を踏まえＵＰＺの

避難行動要支援者等の避難の準備を早期に開始

することとしている。 

 ⑮【意見】 

動くことが命に係わるよう

な配慮者にとって、被ばくのリ

スクと搬送のリスクを考慮し

なければならず難しい問題だ

と考える。 

また、ＯＩＬ１の状況では看

護者の健康リスクにも配慮す

る必要がある。 

〇避難に支援が必要な人の避難は原子力災害対策

を実施する上で重要な点であり、特に避難によ

って健康リスクが高まる人については、細心の

注意を払う必要があると考えている。 

〇移動にリスクを伴う避難行動要支援者について

は、慌てて無理な避難を行わず、まず放射線防

護対策施設を利用し、避難先と避難手段が確保

できてから避難を行う等の対策をとるよう定め

ている。 

〇また、避難行動要支援者の避難を支援する者の

防護措置に関して、御意見を踏まえ、第２章２

（11）に次の文章を追加する。 

「県は避難を支援する者（以下「支援者」とい

う。）の防護措置に留意し、関係周辺市等と連携

し、必要に応じて支援者への防護服等の資機材

の配布や、支援者の被ばくリスクが高まる場合

は自衛隊等の実動組織に応援を要請する等し

て、支援者に代わって避難行動要支援者の避難

に係る支援を行うこと等の対応を実施する。」 

⑯【質問】 

避難所に行けない要配慮者

が自宅で取り残される場合を

想定しているか。 

〇原子力災害だけでなく、自然災害も含めて、要

配慮者が自宅に取り残されることを防がなけれ

ばならないので、地域の声掛け等の共助による

ほか、場合によっては消防団等の協力も得て各

戸を回って確認することとしている。 

〇なお、緊急の場合は実動組織等による捜索、救

出を要請することとしている。 

避難先 ⑰【意見】 

避難先で混乱が生じないよ

う、避難先における駐車場を周

知するようにすべきである。 

〇自家用車での避難に関して、計画では「各避難

所の立地状況等に応じた自家用車避難の誘導及

び受入を行う」としている。 

〇具体的には、学校施設のグラウンド等、避難所

において臨時的に駐車場として活用できるスペ



ースがある場合は、避難所に自家用車で直接向

かい、そのようなスペースがない場合は、付近

の駐車スペース等に駐車して、徒歩や県等が手

配するバスで避難所へ移動することとしてい

る。 

〇御指摘のように、避難先における駐車場に関す

る情報は、避難者がどこを目指して移動するか

を決める上で重要なものであり、避難退域時検

査会場に併設する避難支援ポイントや原子力防

災アプリ等で周知を図るようにすることとして

いる。 

 ⑱【意見】 

避難先地域が被災している

可能性もあり、県外に予備的避

難地域を設けるべきではない

か。 

〇避難先地域が被災している場合等には、県が避

難先市町村と避難所を速やかに調整し、避難が

支障なく円滑に行われるようにすることとして

いる。 

〇また、計画では、県内に予備的避難地域を定め

ており、第一順位の避難先が使用できない場合

はこちらに避難することとしている。 

〇さらに、万一、県内で避難者の受入が困難とな

り、県外に依頼する必要が生じた場合は、関西

広域連合や中国地方知事会に対して調整を依頼

するほか、国と調整を行うこととしている。 

自治体職

員の被災 

⑲【質問】 

避難元職員が被災して避難

誘導等の業務に時間がかかる

ことも想定しているか。 

〇避難元自治体において、災害対応にあたる職員

が被災することにより対応が困難になった場

合、当該自治体の業務継続計画に基づき対応さ

れることとなる。 

〇また、県では動員計画を定めており、この中で、

県内市町村で職員が不足する場合は、他県等か

らの協力も得て、応援職員を派遣することとし

ている。 

資機材の

配備 

⑳【意見】 

高線量下での屋内退避を想

定するのであれば、ＵＰＺの各

一時集結所に住民用の防護服

や線量計を備蓄した方がよい

のではないか。 

〇ＵＰＺ内の放射線量については、各地に設置し

たモニタリングポストや走行サーベイにより把

握することとしているほか、避難は、放射性物

質の付着を防ぐためレインコートなど自宅にあ

るものを使って行っていただくことにしてい

る。 

〇防護服は、直接外部被ばくや内部被ばくを防ぐ

効果はなく、放射性物質の皮膚等への付着防止

を目的とするものであり、避難誘導等を行う防

災業務従事者の作業服として整備しているもの

である。住民においては、上記のようにレイン

コートを着用すること等により同様の効果が得

られることから、全住民に対する防護服等の整

備は検討していない。 

〇引き続き、避難時の服装について普及啓発して

いく。 



安定ヨウ

素剤 

㉑【意見】 

複合災害時、高線量下で屋内

退避をするのであれば、安定ヨ

ウ素剤は事前配布すべきでな

いか。 

〇複合災害時には、人命の安全確保を最優先に、

差し迫った危険に対して避難等の対応をとるこ

ととしている。 

〇このうち、屋内退避をする場合は、窓等を閉め

気密性に配慮したり、飲食物摂取制限すること

により、放出された放射性ヨウ素の吸入（内部

被ばく）を抑制することができる。 

〇安定ヨウ素剤は、効果が持続する時間が２４時

間、連続服用は原子力規制委員会が必要と判断

した場合のみとされており、服用のタイミング

が重要であることから、安定ヨウ素剤の緊急配

布及び服用については、モニタリングの状況等

を踏まえて国の指示に基づき実施することとし

ている。 

〇なお、県では、今年度から米子市及び境港市の

ＵＰＺ圏内の住民のうち、災害時に速やかに安

定ヨウ素剤を受け取ることが困難で希望される

方については、事前に安定ヨウ素剤を配布する

取り組みを行っている。 

〇広域避難や屋内退避の際に迅速かつ確実に配

布・服用が行える仕組みのさらなる充実に努め

ていく。 

㉒【質問】 

複合災害時、高線量下で屋内

退避をしている状況でどのよ

うに安定ヨウ素剤の服用指示

を行うのか。 

また、屋内退避が続く場合は

２回の服用も想定するのか 

〇県では、安定ヨウ素剤の服用指示については、

避難指示等と同じく、防災行政無線、防災メー

ル、報道機関への放送要請等、あらゆる手段を

用いて住民へ伝達することとしている。 

〇安定ヨウ素剤の服用については、国の資料（「安

定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」）によると、

原則１回とされており、連続服用は原子力規制

員会が必要性を判断した場合のみ行うこととさ

れている。 

 


